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大分県社会福祉介護研修センターの指定管理候補者の選定結果について

平 成 １ ７ 年 １ １ 月 １ 日

大分県福祉保健部福祉保健企画課

１ 経緯

大分県社会福祉介護研修センターの指定管理候補者の選定にあたり、大分県福祉保健

部指定管理候補者選定委員会（以下、選定委員会）は、応募事業者から提出された書類

の審査を行ってまいりましたが、このたび、審査・選定が終了いたしましたので、ここ

に結果をお知らせします。

２ 大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会 委員等

委 員 長 一宮 公人（大分県福祉保健部審議監）

委 員 松村 良平（大分県福祉保健部福祉保健企画課長）

委 員 重松 完一（大分県福祉保健部高齢者福祉課長）

委 員 川野 義人（大分県福祉保健部障害福祉課長）

アドバイザー 有馬 健（国立別府重度障害者センター所長）

アドバイザー 秦野 晃郎（公認会計士）

アドバイザー 山岸 治男（大分大学教育福祉科学部教授）

３ 指定管理候補者選定の経過

項 目 年月日

●第１回福祉保健部指定管理候補者選定委員会 平成１７年７月２０日（水）

（施設の概要説明、審査基準・スケジュール・

募集要項等の検討）

公募開始 平成１７年８月５日（金）

（公告）

公募に関する現地説明会の実施 平成１７年８月１７日（水）

公募に関する質問受付 平成１７年８月２３日（火）

公募に関する質問回答 平成１７年８月３１日（水）

申請書の受付 平成１７年１０月４日（火）

（申請： 社福）大分県社会福祉協議会）（

応募資格等確認 平成１７年１０月６日（木）

ヒアリング実施通知 平成１７年１０月１７日（月）

●第２回福祉保健部指定管理候補者選定委員会 平成１７年１０月２４日（月）

（申請団体のヒアリング、審査、協議・選定）

※●は選定委員会
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４ 審査の方法、審査基準及び配点について

７月２０日に開催した第１回大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会において、

審査基準及び配点を定めました。この内容は、募集要項に記載しています。

審査基準 審査基準における評価項目 配点

１ 事業計画書の内容が、 ・センターの管理運営の基本方針

県民の平等な利用が確保 ・平等な利用を図るための具体的手法及 ２０点

されるとともに、サービ び期待される効果 ×７人

スの向上が図られるもの ・サービスの向上を図るための具体的手 ＝１４０点

であること 法及び期待される効果

２ 事業計画書の内容が、 ・利用者増を図るための具体的手法及び

施設の効用を最大限に発 期待される効果 ２０点

揮するものであること ・センターの維持管理の内容、適格性及 ×７人

び実現の可能性 ＝１４０点

３ 事業計画書の内容が、 ・センターの管理運営に係る経費の内容

施設に管理に係る経費の ２０点

縮減が図られるものであ ×７人

ること ＝１４０点

４ 事業計画書に沿った管 ・収支計画の内容の適格性及び実現の可

理を安定して行う能力を 能性 ４０点

有しているものであるこ ・安定的な運営が可能となる人的能力 ×７人

と ・安定的な運営か可能となる経理的基盤 ＝２８０点

・類似施設の運営実績

１００点

計 ×７人

＝７００点

５ 申請団体一覧

平成１７年８月５日から１０月５日までの間、公募を行い、以下の団体から申請があ

りました。

（受付順）

団 体 名

１ 社会福祉法人 大分県社会福祉協議会

計 １団体

６ 選定結果及び選定理由

１０月２４日に開催した第２回選定委員会において厳正な審査を行った結果、次の団

体を指定管理候補者として選定しました。
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（１）選定結果

［団体名］

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会

（大分市大津町２丁目１番４１号 会長 帯刀 将人）

［事業概要］

大分県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及

び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。

・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

・社会福祉に関する活動への住民参加のための援助

・社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 他

（２）選定理由

申請団体の提案は、これまで堅実かつ安全に当該施設の管理運営を行ってきた実績

を踏まえ、市町村、市町村社会福祉協議会、社会福祉団体や社会福祉施設等と連携し

た事業展開や介護技術講師の養成等による専門性の高い外部スタッフを活用した研修

の実施が図られるとともに、管理運営体制・施設管理に関するノウハウを持ち、計画

に沿った事業運営を行う能力を有すると認められるため。

７ 審査の評価及び得点（各団体の評価項目）

審査基準における評価項目 項目得点

１ 事業計画書の内容が、県民の平等な利用が確保されるととも

に、サービスの向上が図られるものであること １２２．００

（１）センターの管理運営の基本方針

（ ． ）５０ ００

（２）平等な利用を図るための具体的手法及び 期待される効果

（ ． ）１２ ７５

（３）サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効

（ ． ）果 ５９ ２５

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するもので

あること １１０．００

（１）利用者増を図るための具体的手法及び期待される効果

（ ． ）５４ ５０

（２）センターの維持管理の内容、適格性及び実現の可能性

（ ． ）５５ ５０

３ 事業計画書の内容が、施設に管理に係る経費の縮減が図られ

るものであること ７０．００

（１）センターの管理運営に係る経費の内容 提案価格

１８～２２年度

１６５，９８１千円

（ ． ）７０ ００

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているも

のであること ２３８．５０
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（１）収支計画の内容の適格性及び実現の可能性

（ ． ）５８ ７５

（２）安定的な運営が可能となる人的能力

（ ． ）５８ ７５

（３）安定的な運営か可能となる経理的基盤

（ ． ）２３ ００

（４）類似施設の運営実績

（ ． ）９８ ００

総 得 点 ５４０．５０

総 合 評 価

（ ） 、 、○申請団体 県社会福祉協議会 は 市町村社会福祉協議会を会員としていること

各種社会福祉団体、行政関係者の参画により運営されていること等から県内に幅

広いネットワークを構築しており、社会福祉の各分野に精通し、高度な専門性、

中立性を有している。また、１０数年以上の介護技術講師養成により外部講師を

数多く確保し、県民のニーズに即応するサービス提供体制が整備されている。

○社会福祉事業や介護に関する啓発・普及、人材の確保（無料職業紹介等 、社会）

福祉事業従事者の養成・研修を一体的に提供ができると期待できる。

○地域福祉の推進、社会福祉事業従事者の養成・研修、経営指導・助言等を県単位

で行う唯一の団体であり、社会福祉の専門知識、資格を有した職員を抱え、十分

な管理運営体制も有し、当該施設の管理運営を行う能力を有すると認められる。

８ 今後の予定

指定管理候補者は、選定委員会の結果を踏まえて県で決定し、県議会の議決を経たう

えで、指定管理者として指定されます。

【参 考】

第２回大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会議事要旨

○結果 申請者に対するヒアリングを実施し、審査基準に基づき採点を行った。各委員

・アドバイザーの採点を集計し、意見交換を行い、社会福祉介護研修センター

の指定管理候補者として（社福）大分県社会福祉協議会を選定した。

○議題に係る主な質問・意見等

・福祉用具・住宅改造例については、最新情報の提供が必要と思われるがどうか。

・利用者からの苦情対応の体制と職員の取り組み状況はどのようになっているか。

・利用者の横ばい若しくは減少の要因は何か。

・様々な研修の企画・実施で、職員がオーバーワークになっていないか心配である。

・介護保険制度の施行等でケアマネジャーなどの個人の資格に係る研修が増えている

が、参加費を資料代のみでなく研修運営の経費の徴収等見直しを行う必要があるの

ではないか。


